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雇用保険のセーフティネット機能の強化
（１）

 
非正規労働者の適用範囲を拡大。

（雇用見込み1年以上→6ヶ月以上）

（２）
 

再就職が困難な場合についての給付日数を

特例的に60日分延長。
（３）

 
21年度の雇用保険料を1.2％から0.8％まで引

下げ。

※
 

改正雇用保険法を３月３１日に施行

雇用調整助成金
（１）

 
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が解雇せずに休業や教育訓練・出向

などで雇用を維持した場合、支払われた賃金、手当ての4/5（中小企業）又は2/3

（大企業）を助成。

（２）
 

対象労働者を拡大し、雇用期間が６ヶ月未満の労働者や新規学卒者も対象。

（３）
 

支給要件の緩和や申請事務の簡素化を行い、利用を促進。

雇用創出のための基金
○ 都道府県に単年度で過去最大の4,000億円の基金を創設し、地域の求職者の雇
用機会創出の取組みを支援。（「ふるさと雇用再生特別交付金」（2,500億円）、「緊急
雇用創出事業」（1,500億円））

雇入れ助成の拡充と離職者訓練の強化
（１） 39歳までの年長フリーター等、内定取り消された就職未決定者を正規雇用した場
合や、受け入れている派遣労働者を直接雇用した場合に1人100万円（大企業50万
円）を支給。

（２） 離職者訓練の実施規模を拡充。

住宅・生活の支援

（１）
 

全国のハローワークに特別相談窓口を開設して、住み込み可能求人等の紹介。
（２） 全国の雇用促進住宅への入居をあっせん。
（３） 労働金庫で最大186万円（雇用保険受給者の場合最大60万円）の住宅確保・

生活 支援のための貸付。 （入居初期費用50万円。家賃補助費月6万円、就職活動
費月15万円等）

（４）
 

離職後も社宅・寮等
 

に引き続き労働者を居住させる事業主に対して月額４～６万
円（期間は６ヶ月まで）を助成。

職業訓練期間中の生活保障給付
○

 
雇用保険の受給資格がない非正規労働者等が安心して訓練を受けられるよう生

活保障給付を実施。
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（１）
 

特別相談窓口を全国の学生職業センターに開設。

（２）
 

内定取消しをしないよう企業指導を強化。（企業名公表制度を整備）

平成２０年度中に実施している対策平成２０年度中に実施している対策 年度末以降さらに対策強化年度末以降さらに対策強化

○
 

企業名公表を実施。
 

（３月３１日）

（１）
 

派遣労働者を含む労働者の解雇等を行わない
場合、助成率をさらに9/10（中小企業）又は3/4
（大企業）に引上げ。

（２）
 

残業時間の削減により雇用維持をした場合、
契約労働者年30万円、派遣労働者年45万円
（大企業は各々20万円、30万円）を助成。

（上記３月３０日～）
○

 
派遣元・先指針を改正し、派遣契約の中途解

除の際の①派遣元における雇用維持、②派遣先
から派遣元への賠償を明記。併せて指導を強化。

（３月３１日）

○
 

政労使合意を踏まえ、労使に「ふるさと雇用再

生特別交付金」への拠出要請を行うなど基金の
上積みを図るよう、都道府県に依頼。

(３月２３日）

○
 

離職者訓練の実施規模をさらに拡充し、介護
分野、IT分野等の長期訓練を新たに実施。

（４月１日～）
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